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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　設置面に設置されるベースと、前記ベースに立設される支柱と、前記支柱の上部に設け
られて被支持物を支持する支持部とを備え、
　前記ベースは、水平部、傾斜部、左傾斜部及び右傾斜部を備えるとともに、前記傾斜部
、前記左傾斜部及び前記右傾斜部がそれぞれ前記水平部から前方、左方及び右方に向かっ
て低くなるように傾斜して前記傾斜部の前縁、前記左傾斜部の左縁及び前記右傾斜部の右
縁を含む縁部で前記設置面に接し、
　前記支柱は、前記水平部に立設され、前記ベースの前後方向の寸法よりも大きい上下方
向の寸法を有することを特徴とする支持台。
【請求項２】
　前記傾斜部の底面側には、前記傾斜部を補強する補強部材が設けられていることを特徴
とする請求項１に記載の支持台。
【請求項３】
　前記左傾斜部又は前記右傾斜部の底面側には、前記左傾斜部又は前記右傾斜部を補強す
る補強部材が設けられていることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の支持台。
【請求項４】
　前記支柱には、前記支柱を前方から覆う飾り板が取り付けられていることを特徴とする
請求項１乃至請求項３のいずれか１項に記載の支持台。
【請求項５】
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　前記被支持物は、テレビであることを特徴とする請求項１乃至請求項４のいずれか１項
に記載の支持台。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ベースに立設された支柱の上部に設けられた支持部によりテレビ等の被支持
物を支持するテレビ台等の支持台に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ベースに立設された支柱の上部に設けられた支持部により被支持物を支持する支持台と
して、例えば特許文献１に記載のテレビ台がある。
【０００３】
　図２１に示すように、同特許文献に記載のテレビ台１００は、平板状のベース１１０と
、ベース１１０に立設された支柱１２０，１２０と、支柱１２０，１２０の上部に設けら
れるとともにテレビＴが取り付けられ、テレビＴを支持する支持部１３０と、支柱１２０
，１２０を正面側から覆う飾り板１４０とを備える。
【０００４】
　支柱１２０，１２０は、図２２に示すように、ベース１１０に立設された下部支柱１２
１，１２１と、下部支柱１２１，１２１に嵌入されて上下方向にスライド可能な上部支柱
１２２，１２２とにより概略構成され、上部支柱１２２，１２２の下部支柱１２１，１２
１に対するスライドにより、支柱１２０，１２０が伸縮して支持部１３０の高さが変更さ
れ、テレビＴの高さ位置が調整可能となっている。
【０００５】
　飾り板１４０は、その背面側に形成された図示を略す係止部が、下部支柱１２１，１２
１の間に架設された係止片１５０の上縁に上方から係止されることにより、下部支柱１２
１，１２１に取り付けられて支柱１２０，１２０を部分的に被覆し、テレビＴの配線等が
下部支柱１２１，１２１の間で垂下する場合には、その配線等も覆い隠す。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】実用新案登録第３２０２１４０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、テレビ台１００において、ベース１１０は、強度を確保するためにある程度
の板厚が必要であるから、それが設置される床面等の設置面との間に段差を生じ、その段
差により使用者等が躓いたり、足趾をぶつけたりするおそれがあった。
【０００８】
　また、平板状のベース１１０は、その全体が設置面と面状に接するところ、薄くしてい
くとテレビ台１００が揺動した場合に揺れが収束しないという問題があった。特に、支柱
１２０，１２０を伸ばして支持部１３０を高くした状態で使用者等が触れ、テレビ台１０
０が大きな振幅で前後に揺動すると、その揺れが長時間続いてテレビの視聴に差し支える
ので、たとえ強度を出しやすい材質を用いてベース１１０をなるべく薄くしようとしても
、設置面との間の段差を小さくすることは難しかった。
【０００９】
　本発明は、上記の事情に鑑みてなされたもので、揺動時に揺れを早期に収束させること
ができ、ベースの設置面との間の段差も小さくすることができる支持台を提供することを
課題としている。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
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　上記課題を解決するため、本発明に係る支持台は、設置面に設置されるベースと、前記
ベースに立設される支柱と、前記支柱の上部に設けられて被支持物を支持する支持部とを
備え、前記ベースは、前方に向かって低くなるように傾斜する傾斜部を備えるとともに、
前記傾斜部の前縁を含む縁部で前記設置面に接することを特徴とする。
【００１１】
　この支持台によれば、ベースが前方に向かって低くなるように傾斜する傾斜部を備える
とともに、傾斜部の前縁を含む縁部で設置面に接するので、設置面と広範な面状ではなく
線状に接する縁部が、揺動時に揺れを早期に収束させ、かつ、傾斜部の前縁で設置面に接
することにより、ベースの設置面との間の段差を小さくすることができる。
【００１２】
　前記ベースは、左方に向かって低くなるように傾斜する左傾斜部と、右方に向かって低
くなるように傾斜する右傾斜部とを前記傾斜部を挟んで左右に備え、前記縁部は、前記左
傾斜部の左縁及び前記右傾斜部の右縁を含んでもよい。これにより、ベースの設置面との
間の段差を前方、左方、右方の三方で小さくすることができ、使用者等がベースに各方向
から近づいても、躓いたり足趾をぶつけたりする事態が防止される。
【００１３】
　前記傾斜部の底面側には、前記傾斜部を補強する補強部材が設けられてもよく、前記左
傾斜部又は前記右傾斜部の底面側には、前記左傾斜部又は前記右傾斜部を補強する補強部
材が設けられてもよい。すなわち、傾斜部、左傾斜部又は右傾斜部の底面側には、傾斜に
応じた空間を確保することができ、その空間に補強部材を設けて傾斜部、左傾斜部又は右
傾斜部を補強することにより、傾斜部自体、左傾斜部自体又は右傾斜部自体を薄くして、
設置面との間の段差のさらなる縮小を図ることができる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、支持台の揺動時に揺れを早期に収束させることができ、ベースの設置
面との間の段差も小さくすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の実施の形態に係るテレビ台を正面側から示す説明図である。
【図２】図１のテレビ台を背面側から示す説明図である。
【図３】図１のテレビ台のベースを示す説明図である。
【図４】図３のベースの底面を示す説明図である。
【図５】図１のテレビ台の支柱を正面側から示す説明図である。
【図６】図１のテレビ台の支柱を背面側から示す説明図である。
【図７】（ａ）は図１のテレビ台の飾り板を示す説明図、（ｂ）は（ａ）のVII－VII線に
沿った断面図である。
【図８】（ａ）は図７の飾り板の下部飾り板を正面側から示す説明図、（ｂ）は背面側か
ら示す説明図である。
【図９】（ａ）は図７の飾り板の上部飾り板を正面側から示す説明図、（ｂ）は背面側か
ら示す説明図である。
【図１０】図１のテレビ台の支持金具を示す説明図である。
【図１１】（ａ）は図１０の支持金具の一方の取付金具を正面側から示す説明図、（ｂ）
は背面側から示す説明図である。
【図１２】（ａ）は図１０の支持金具の他方の取付金具を正面側から示す説明図、（ｂ）
は背面側から示す説明図である。
【図１３】図１０の支持金具のストッパー金具を示す説明図である。
【図１４】（ａ）は図１２の取付金具のフック部の前方のスリットが被係止部に係止され
てストッパー金具がネジ止めされた状態を示す説明図、（ｂ）はそのフック部の中央のス
リットが被係止部に係止されてストッパー金具がネジ止めされた状態を示す説明図、（ｃ
）はそのフック部の後方のスリットが被係止部に係止されてストッパー金具がネジ止めさ
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れた状態を示す説明図である。
【図１５】（ａ）は図１のテレビ台のホルダーを正面側から示す説明図、（ｂ）は背面側
から示す説明図である。
【図１６】図１５のホルダーが取付片でフレームに取り付けられた状態を示す説明図であ
る。
【図１７】図１５のホルダーが係止部でフレームに取り付けられた状態を示す説明図であ
る。
【図１８】図１のテレビ台の支柱が縮んだ状態を示す説明図である。
【図１９】図１のテレビ台の支柱が伸びた状態を示す説明図である。
【図２０】本発明の実施の形態に係るテレビ台のベースの他の例を示す説明図である。
【図２１】従来のテレビ台を示す説明図である。
【図２２】図２１のテレビ台の支柱及び飾り板を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本発明の実施の形態について、図面に基づいて説明する。
【００１７】
　図１及び図２に示すように、本実施の形態に係るテレビ台１０は、床面Ｆに設置される
ベース２０と、ベース２０に立設された支柱３０，３０と、支柱３０，３０を正面側から
覆う飾り板４０と、支柱３０，３０の上部に設けられてテレビＴを支持する支持金具５０
と、支持金具５０に取り付けられて録画用のハードディスクドライブ等の電子機器を保持
するホルダー６０とを備える。
【００１８】
　ベース２０は、平面視矩形状を呈し、図３に示すように、水平部２１と、水平部２１か
ら前方に拡がり延在する傾斜部２２と、水平部２１から左方に拡がり延在する傾斜部２３
と、水平部２１から右方に拡がり延在する傾斜部２４とを備える。
【００１９】
　水平部２１は、平面視矩形状を呈し、床面Ｆから所定の高さに角柱状の突起部２５，２
５を有する。傾斜部２２は、平面視台形状を呈し、前縁２２ａが床面Ｆとほぼ段差のない
高さになるまで後縁２２ｂ（後縁２２ｂは、水平部２１の前縁と共通する。）から前方に
向かって低くなるように傾斜している。傾斜部２３は、平面視台形状を呈し、外縁２３ａ
が床面Ｆとほぼ段差のない高さになるまで内縁２３ｂ（内縁２３ｂは、水平部２１の側縁
と共通する。）から左方に向かって低くなるように傾斜し、傾斜部２４は、平面視台形状
を呈し、外縁２４ａが床面Ｆとほぼ段差のない高さになるまで内縁２４ｂ（内縁２４ｂは
、水平部２１の側縁と共通する。）から右方に向かって低くなるように傾斜している。前
縁２２ａ、外縁２３ａ及び外縁２４ａはベース２０の縁部２０ａを構成し、床面Ｆに接す
る。
【００２０】
　水平部２１、傾斜部２２、傾斜部２３及び傾斜部２４は、金属板の曲げ加工により形成
され、傾斜部２２及び傾斜部２３は稜線２６により区画され、傾斜部２２及び傾斜部２４
は稜線２７により区画されている。
【００２１】
　ベース２０の背面側には、背板部２８が設けられ、ベース２０の底面側には、図４に示
すように、水平部２１を貫通する突起部２５，２５の下部２５ａ，２５ａと、ベース２０
を補強する梁部材２９ａ～２９ｇとが設けられている。
【００２２】
　梁部材２９ａは、水平部２１、傾斜部２３及び傾斜部２４の裏面で下部２５ａ，２５ａ
と背板部２８との間に設けられ、水平部２１、傾斜部２３及び傾斜部２４を補強している
。
【００２３】
　梁部材２９ｂ，２９ｂは、梁部材２９ａから前縁２２ａまでの距離の２分の１以上に亘
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って梁部材２９ａから前方に延在するように、水平部２１及び傾斜部２２の裏面に設けら
れ、水平部２１及び傾斜部２２を補強している。梁部材２９ｂ，２９ｂは、突起部２５，
２５の下部２５ａ，２５ａの内面２５ｂ，２５ｂに接し、内面２５ｂ，２５ｂと溶接され
ていてもよい。
【００２４】
　梁部材２９ｃ，２９ｃは、梁部材２９ａから前縁２２ａまでの距離の２分の１以上に亘
って梁部材２９ａから前方に延在するように、水平部２１及び傾斜部２２の裏面に設けら
れ、水平部２１及び傾斜部２２を補強している。梁部材２９ｃ，２９ｃは、突起部２５，
２５の下部２５ａ，２５ａの外面２５ｃ，２５ｃに接し、外面２５ｃ，２５ｃと溶接され
ていてもよい。
【００２５】
　梁部材２９ｄは、稜線２６の長さの２分の１以上に亘って梁部材２９ｃ，２９ｃの一方
（左側の梁部材２９ｃ）から延在するように、傾斜部２２の裏面に稜線２６に沿って設け
られ、傾斜部２２を補強している。
【００２６】
　梁部材２９ｅは、稜線２７の長さの２分の１以上に亘って梁部材２９ｃ，２９ｃの他方
（右側の梁部材２９ｃ）から延在するように、傾斜部２２の裏面に稜線２７に沿って設け
られ、傾斜部２２を補強している。
【００２７】
　梁部材２９ｆは、梁部材２９ｃ，２９ｃの一方（左側の梁部材２９ｃ）から延びて梁部
材２９ａと梁部材２９ｄとの中間に位置するように、傾斜部２３の裏面に設けられ、傾斜
部２３を補強している。
【００２８】
　梁部材２９ｇは、梁部材２９ｃ，２９ｃの他方（右側の梁部材２９ｃ）から延びて梁部
材２９ａと梁部材２９ｅとの中間に位置するように、傾斜部２４の裏面に設けられ、傾斜
部２４を補強している。
【００２９】
　支柱３０，３０は、図５及び図６に示すように、突起部２５，２５が嵌入されてベース
２０に立設される角筒状の下部支柱３１，３１と、下部支柱３１，３１の筒内に上方から
嵌入され、下部支柱３１，３１に対して上下方向にスライドする上部支柱３２，３２とを
備える。上部支柱３２，３２の下部支柱３１，３１に対するスライドにより、支柱３０，
３０は伸縮可能となっている。
【００３０】
　下部支柱３１の背面３１ａには、高さ方向に複数の挿通孔３１ｂが設けられ、上部支柱
３２の背面３２ａには、高さ方向に複数のネジ孔（周面にネジが形成された孔）３２ｂが
設けられている。挿通孔３１ｂとネジ孔３２ｂとを重ね合わせ、座金３３及び挿通孔３１
ｂにネジ３４を挿通させ、このネジ３４をネジ孔３２ｂに螺合させることにより、上部支
柱３２は下部支柱３１に対して位置決め固定される。
【００３１】
　上部支柱３２の正面３２ｃには、ネジ孔３２ｄ及びネジ孔３２ｅが上下に設けられ、下
部支柱３１，３１の間には、板状の桟３５及び桟３６と、角柱状の桟３７とが下から上に
順に架設され、上部支柱３２，３２の間には、桟３８が架設されている。
【００３２】
　桟３５は、下部支柱３１，３１の内面３１ｃ，３１ｃに固着される固着部３５ａ，３５
ａと、固着部３５ａ，３５ａを連結する連結部３５ｂとを有し、連結部３５ｂの上縁には
、スリット３５ｃ，３５ｃが形成されている。同様に、桟３６は、下部支柱３１，３１の
内面３１ｃ，３１ｃに固着される固着部３６ａ，３６ａと、固着部３６ａ，３６ａを連結
する連結部３６ｂとを有し、連結部３６ｂの上縁には、スリット３６ｃ，３６ｃが形成さ
れている。
【００３３】
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　桟３８は、上部支柱３２，３２の背面３２ａ，３２ａに固着される固着部３８ａ，３８
ａと、固着部３８ａ，３８ａの内縁に連続して上部支柱３２，３２の内面３２ｅ，３２ｅ
に当接し、下方に延在する当接部３８ｂ，３８ｂと、当接部３８ｂ，３８ｂの下部前縁を
連結する連結部３８ｃとを有し、連結部３８ｃの上縁には、スリット３８ｄ，３８ｄが形
成されている。
【００３４】
　固着部３８ａには、挿通孔３８ｅが形成され、挿通孔３８ｅとネジ孔３２ｂとを重ね合
わせ、座金３３及び挿通孔３８ｅにネジ３４を挿通させ、このネジ３４をネジ孔３２ｂに
螺合させることにより、固着部３８ａは背面３２ａに固着される。
【００３５】
　飾り板４０は、図７乃至図９に示すように、下部飾り板７０と、上部飾り板８０とを備
える。
【００３６】
　下部飾り板７０は、下部支柱３１，３１の正面３１ｄ，３１ｄを覆う矩形状の下部正面
板７１と、下部正面板７１の両側縁から背面側に延在して下部支柱３１，３１の外面３１
ｅ，３１ｅを覆う下部側面板７２，７２と、下部側面板７２，７２の後縁から内側に延在
して下部支柱３１，３１の背面３１ａ，３１ａを覆う一対の下部背面板７３，７３とを備
える。
【００３７】
　下部正面板７１の表面７１ａには、適宜の意匠が施され、その上部には、スペーサー９
０が貼着されている。下部正面板７１の裏面７１ｂには、下部に係止部７４，７４、上部
に係止部７５，７５が設けられるとともに、下部飾り板７０を補剛するリブ７６，７６と
、リブ７６，７６を連結するリブ７７及びリブ７８とが設けられている。これらのリブの
形状は、適宜変更されてもよく、下部正面板７１の剛性が確保されるのであれば、リブを
設けなくてもかまわない。
【００３８】
　上部飾り板８０は、下部正面板７１より上下方向に長く下部正面板７１に重畳する矩形
状の上部正面板８１と、上部正面板８１の両側縁から背面側に延在して下部側面板７２，
７２に重畳する上部側面板８２，８２と、上部側面板８２，８２の後縁から内側に延在し
て下部背面板７３，７３に重畳する一対の上部背面板８３，８３とを備える。
【００３９】
　上部正面板８１の表面８１ａには、適宜の意匠が施され、上部正面板８１の裏面８１ｂ
には、上部に係止部８４，８４が設けられるとともに、上部飾り板８０を補剛するリブ８
５，８５と、リブ８５，８５を連結するリブ８６、リブ８７及びリブ８８とが設けられて
いる。これらのリブの形状は、適宜変更されてもよく、上部正面板８１の剛性が確保され
るのであれば、リブを設けなくてもかまわない。
【００４０】
　飾り板４０は、下部正面板７１の表面７１ａがスペーサー９０を介して上部正面板８１
の裏面８１ｂに対向するように、かつ、下部側面板７２及び下部背面板７３が間隙を介し
て上部側面板８２及び上部背面板８３と対抗するように、下部飾り板７０及び上部飾り板
８０が重なり合った状態で、下部飾り板７０に対して上部飾り板８０がスライドすること
によって、伸縮可能となっている。
【００４１】
　そして、係止部７４，７４が桟３５のスリット３５ｃ，３５ｃに上方から係止され、係
止部７５，７５が桟３６のスリット３６ｃ，３６ｃに上方から係止されることによって、
下部飾り板７０が下部支柱３１，３１に取り付けられ、係止部８４，８４が桟３８のスリ
ット３８ｄ，３８ｄに上方から係止されることによって、上部飾り板８０が上部支柱３２
，３２に取り付けられる。上部支柱３２，３２に取り付けられた上部飾り板８０の上縁８
０ａの高さは、支持金具５０に取り付けられるテレビＴの下縁Ｔａ（図１８及び図１９参
照）の高さと同じか所定値ｈだけ上回り、上部支柱３２，３２は上部飾り板８０及びテレ
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ビＴに隠れて正面側から見えなくなっている。
【００４２】
　支持金具５０は、図１０に示すように、支柱３０，３０に取り付けられるフレーム５１
と、フレーム５１に係止されてテレビＴが取り付けられる取付金具５２及び取付金具５３
と、取付金具５２及び取付金具５３のフレーム５１からの脱落を防止するストッパー金具
５４，５４とを備える。
【００４３】
　フレーム５１は、支柱１２０，１２０に取り付けられた際に幅方向（左右方向）に延在
して取付金具５２及び取付金具５３が係止される被係止金具５５と、被係止金具５５の下
方で幅方向に延在して取付金具５２及び取付金具５３が係止される被係止金具５６と、高
さ方向（上下方向）に延在して被係止金具５５及び被係止金具５６を連結する連結金具５
７，５７とを有する。
【００４４】
　被係止金具５５は、金属板が側面視クランク状に折り曲げられてなり、取付金具５２及
び取付金具５３が係止される被係止部５５ａと、連結金具５７，５７により連結される被
連結部５５ｂと、被係止部５５ａ及び被連結部５５ｂの中間に介在する中間部５５ｃとを
有する。被係止部５５ａの上縁には、幅方向の中心位置を基準に左右対称の位置に複数の
スリット５５ｄが設けられ、被連結部５５ｂには、幅方向の中心位置にネジ孔５５ｅが、
また、ネジ孔５５ｅを基準に左右対称の位置に挿通孔５５ｆ，５５ｆが設けられている。
ネジ孔５５ｅは、フレーム５１を壁等に連結してテレビ台１０の転倒を防止するワイヤー
の取付けに供するが、ここでは、後述のように、ホルダー６０のネジ止めにも用いられる
。
【００４５】
　被係止金具５６は、金属板が側面視クランク状に折り曲げられてなり、取付金具５２及
び取付金具５３が係止される被係止部５６ａと、連結金具５７，５７により連結される被
連結部５６ｂと、被係止部５６ａ及び被連結部５６ｂの中間に介在する中間部５６ｃとを
有する。被連結部５６ｂには、幅方向の中心位置を基準に左右対称の位置に挿通孔５６ｄ
，５６ｄが設けられている。
【００４６】
　連結金具５７，５７は、挿通孔５５ｆ，５５ｆ及び挿通孔５６ｄ，５６ｄの位置で被連
結部５５ｂ及び被連結部５６ｂに固着され、被係止金具５５及び被係止金具５６を連結し
ている。
【００４７】
　フレーム５１は、挿通孔５５ｆとネジ孔３２ｄとを重ね合わせ、座金３３及び挿通孔５
５ｆにネジ３４を挿通させ、このネジ３４をネジ孔３２ｄに螺合させることにより、かつ
、挿通孔５６ｄとネジ孔３２ｅとを重ね合わせ、座金３３及び挿通孔５６ｄにネジ３４を
挿通させ、このネジ３４をネジ孔３２ｅに螺合させることにより、支柱３０，３０の上部
支柱３２，３２に固定される。
【００４８】
　取付金具５２は、図１１に示すように、金属板が折り曲げられてなり、テレビＴの背面
に当接する当接面部５２ａと、フレーム５１に係止されるフック部５２ｂ及びフック部５
２ｃが上下に形成された係止面部５２ｄとを備える。
【００４９】
　当接面部５２ａには、角孔５２ｅと、複数の丸孔５２ｆと、長孔５２ｇと、長孔５２ｈ
とが設けられている。フック部５２ｂの下縁５２ｉは、後方に向かって高くなるように傾
斜し、その下縁５２ｉには、スリット５２ｊ、スリット５２ｋ及びスリット５２ｌが前方
から順に設けられている。同様に、フック部５２ｃの下縁５２ｍは、後方に向かって高く
なるように傾斜し、その下縁５２ｍには、スリット５２ｎ、スリット５２ｏ及びスリット
５２ｐが前方から順に設けられている。また、フック部５２ｂには、２つのネジ孔５２ｑ
が形成されている。
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【００５０】
　取付金具５３は、金属板が折り曲げられて取付金具５２と略対称な形状を呈し、図１２
に示すように、テレビＴの背面に当接する当接面部５３ａと、フレーム５１に係止される
フック部５３ｂ及びフック部５３ｃが上下に形成された係止面部５３ｄとを備える。
【００５１】
　当接面部５３ａには、丸孔５３ｅと、複数の丸孔５３ｆと、長孔５３ｇと、長孔５３ｈ
とが設けられている。フック部５３ｂの下縁５３ｉは、後方に向かって高くなるように傾
斜し、その下縁５３ｉには、スリット５３ｊ、スリット５３ｋ及びスリット５３ｌが前方
から順に設けられている。同様に、フック部５３ｃの下縁５３ｍは、後方に向かって高く
なるように傾斜し、その下縁５３ｍには、スリット５３ｎ、スリット５３ｏ及びスリット
５３ｐが前方から順に設けられている。また、フック部５３ｂには、２つのネジ孔５３ｑ
が形成されている。
【００５２】
　ストッパー金具５４は、図１３に示すように、取付金具５２のフック部５２ｂ又は取付
金具５３のフック部５３ｂにネジ止めされるネジ止め部５４ａと、ネジ止め部５４ａの下
方に設けられた胴部５４ｂと、胴部５４ｂの下部前方に設けられた鈎部５４ｃとを有する
。ネジ止め部５４ａには、ストッパー金具５４が後述のように取付金具５２又は取付金具
５３にネジ止めされてフレーム５１に組み付けられた際に、フック部５２ｂの下縁５２ｉ
及びフック部５３ｂの下縁５３ｉと同様に傾斜する長孔５４ｄが形成され、胴部５４ｂと
鈎部５４ｃとの間には、スリット５４ｅが形成されている。
【００５３】
　支持金具５０によりテレビＴを支持する場合には、まず、取付金具５２の当接面部５２
ａ及び取付金具５３の当接面部５３ａをテレビＴの背面に当接させ、テレビＴの背面に設
けられた図示を略すネジ孔に丸孔５２ｆ及び丸孔５３ｆを重ね合わせる。そして、図示を
略すネジを丸孔５２ｆ、丸孔５３ｆに挿通させ、そのテレビＴの背面のネジ孔に螺合させ
ることにより、テレビＴに取付金具５２及び取付金具５３を取り付ける。
【００５４】
　なお、取付金具５２及び取付金具５３の左右は、テレビＴの大きさ等に合わせて配置す
ればよく、例えばテレビＴの背面の左右に設けられたネジ孔の間隔が１０ｃｍ、３０ｃｍ
、４０ｃｍの場合には取付金具５２を左、取付金具５３を右に取り付け、２０ｃｍの場合
には取付金具５２を右、取付金具５３を左に取り付けることにより、取付金具５２及び取
付金具５３の支柱３０，３０との干渉等を避けることが可能となる。
【００５５】
　次に、取付金具５２のフック部５２ｂ及び取付金具５３のフック部５３ｂを、支柱３０
，３０に取り付けられたフレーム５１の被係止部５５ａに係止させ、フック部５２ｃ及び
フック部５３ｃを、そのフレーム５１の被係止部５６ａに係止させる。
【００５６】
　詳細には、テレビＴの背面が凹凸の少ないフラットな場合には、フック部５２ｂの前方
のスリット５２ｊを被係止部５５ａのスリット５５ｄに上方から係止させ、フック部５２
ｃの前方のスリット５２ｎを被係止部５６ａに上方から係止させ、フック部５３ｂの前方
のスリット５３ｊを被係止部５５ａのスリット５５ｄに上方から係止させ、フック部５３
ｃの前方のスリット５３ｎを被係止部５６ａに上方から係止させる。
【００５７】
　一方、テレビＴの背面に出っ張りがある場合や、配線の干渉を避ける場合には、フック
部５２ｂの中央のスリット５２ｋ又は後方のスリット５２ｌを被係止部５５ａのスリット
５５ｄに上方から係止させ、フック部５２ｃの中央のスリット５２ｏ又は後方のスリット
５２ｐを被係止部５６ａに上方から係止させ、フック部５３ｂの中央のスリット５３ｋ又
は後方のスリット５３ｌを被係止部５５ａのスリット５５ｄに上方から係止させ、フック
部５３ｃの中央のスリット５３ｏ又は後方のスリット５３ｐを被係止部５６ａに上方から
係止させればよい。
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【００５８】
　続いて、ストッパー金具５４を、被係止金具５５の被連結部５５ｂがスリット５４ｅに
入り込んで鈎部５４ｃが被連結部５５ｂに係合するように、かつ、ネジ止め部５４ａの長
孔５４ｄがフック部５２ｂのネジ孔５２ｑ又はフック部５３ｂのネジ孔５３ｑに重なるよ
うに位置させた上で、図１４に示すように、長孔５４ｄを挿通するネジ５８によりフック
部５２ｂ又はフック部５３ｂに締結する。これにより、テレビＴの支持金具５０への取付
け（テレビ台１０への取付け）が完了する。
【００５９】
　ところで、フック部５２ｂ又はフック部５３ｂのスリット５５ｄに係止するスリットが
、スリット５２ｊからスリット５２ｋ、スリット５２ｌ又はスリット５３ｊからスリット
５３ｋ、スリット５３ｌと後ろになるにつれ、被係止金具５５に対するフック部５２ｂ又
はフック部５３ｂの相対的な位置は下縁５２ｉ又は下縁５３ｉに沿って前方に下がってい
くが、前述のとおり、長孔５４ｄが、下縁５２ｉ及び下縁５３ｉと同様に傾斜しているの
で、フック部５２ｂ又はフック部５３ｂのどのスリットがスリット５５ｄに係止しても、
長孔５４ｄとネジ孔５２ｑ又はネジ孔５３ｑとの重なり合いは保たれ、長孔５４ｄはネジ
５８の締結に供する。
【００６０】
　ホルダー６０は、金属板を曲げ加工してなり、図１５に示すように、底面部６１と、底
面部６１の前縁から上方に延在する前面部６２と、底面部６１の後縁から前面部６２より
も低くなるように上方に延在する後面部６３と、前面部６２の上縁から前方、そして下方
に延在し、側面視略Ｕ字状を呈する係止部６４とを備える。
【００６１】
　底面部６１には複数の通気孔６１ａが、前面部６２には複数の通気孔６２ａが、後面部
６３には複数の通気孔６３ａがそれぞれ形成されており、ハードディスクドライブ等の電
子機器Ｈは、前面部６２及び後面部６３の対向空間で底面部６１上に保持され、その配線
は対向空間の開放された側方、すなわち、開口部６５，６５に取り回すことができる。
【００６２】
　前面部６２には、通気孔６２ａの上方にネジ孔６２ｂ，６２ｂが形成され、その下縁に
は、下方に突出する取付片６６が前面部６２に連続して設けられ、取付片６６には、挿通
孔６６ａが形成されている。
【００６３】
　このホルダー６０は、図１６に示すように、挿通孔６６ａを挿通するネジ６７が被係止
金具５５のネジ孔５５ｅに螺合し、底面部６１が上部支柱３２，３２の上面３２ｇ，３２
ｇに載置されることにより、フレーム５１に取り付けられる。あるいは、図１７に示すよ
うに、係止部６４を被係止金具５５の被係止部５５ａに係止させ、ネジ孔６２ｂ，６２ｂ
にネジ６７，６７を螺合させてその先端を被被係止部５５ａに当接させることにより、フ
レーム５１に取り付けられてもよい。
【００６４】
　テレビ台１０において、支持金具５０の高さを最も下げた場合には、上部支柱３２，３
２の背面３２ａ，３２ａに固着された桟３８の固着部３８ａ，３８ａが下部支柱３１，３
１に干渉するまで（下部支柱３１，３１の背面３１ａ，３１ａの上端に当たる直前まで）
上部支部３２，３２が下部支柱３１，３１に嵌入し、図１８に示すように、下部飾り板７
０は、上部飾り板８０により完全に覆われる。また、上部支柱３２，３２は、上部飾り板
８０及びテレビＴに隠れて正面側から見えなくなっているから、ベース２０とテレビＴと
の間には、上部飾り板８０だけがあるように見える。
【００６５】
　一方、テレビ台１０において支持金具５０の高さを低位から高位に変更する場合には、
下部支柱３１，３１に対して上部支部３２，３２を上方向にスライドさせ、支柱３０，３
０を伸長させる。このとき、上部飾り板８０は上部支部３２，３２と一緒に上方向にスラ
イドするから、上部飾り板８０の上縁８０ａの高さとテレビＴの下縁Ｔａの高さとの差分
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（０又は所定値ｈ）は変化せず、上部支柱３２，３２は、下部支柱３１，３１に対してど
れだけ伸長しても、上部飾り板８０及びテレビＴに隠れたままである。
【００６６】
　図１９に示すように、テレビ台１０において支持金具５０の高さを最も上げた場合には
、下部飾り板７０が上部飾り板８０の下方に出現する。一方、上部支柱３２，３２は、上
部飾り板８０及びテレビＴに隠れたままであるから、ベース２０とテレビＴとの間には、
下部飾り板７０及び上部飾り板８０だけがあるように見える。
【００６７】
　本実施の形態に係るテレビ台１０では、ベース２０が前方に向かって低くなるように傾
斜する傾斜部２２を備えるとともに、傾斜部２２の前縁２２ａを含む縁部２０ａで床面Ｆ
に接するので、床面Ｆと線状に接する縁部２０ａが、揺動時に揺れを早期に収束させ、か
つ、傾斜部２２の前縁２２ａで床面Ｆに接することにより、ベース２０の床面Ｆとの間の
段差を小さくすることができる。ここでは、特に、傾斜部２２の後縁２２ｂ側の下方（水
平部２１の下方）に形成された空間に支柱を支える突起部２５，２５が貫通し、その下部
２５ａ，２５ａが内面２５ｂ，２５ｂ及び外面２５ｃ，２５ｃで梁部材２９ｂ，２９ｂ及
び梁部材２９ｃ，２９ｃに溶接等により強固に固定されることによって、ベース２０が揺
れ難くなり、揺れた場合の収束も早くなる。
【００６８】
　また、ベース２０は、左方に向かって低くなるように傾斜する傾斜部２３と、右方に向
かって低くなるように傾斜する傾斜部２４とを傾斜部２２を挟んで左右に備え、縁部２０
ａは、傾斜部２３の外縁２３ａ及び傾斜部２４の外縁２４ａをも含むので、ベース２０の
床面Ｆとの間の段差を前方のみならず左方、右方でも小さくすることができ、使用者等が
ベース２０にどの方向から近づいても、躓いたり足趾をぶつけたりする事態が防止される
（なお、ベース２０の後縁側には支柱３０，３０等が存在するし、支柱３０，３０等を壁
に寄せてテレビ台１０が設置されることも多いと想定されるので、そもそも使用者等がベ
ース２０に後方から近づいて躓いたり足趾をぶつけたりすることはあまり考えられない。
）。
【００６９】
　さらに、傾斜部２２、傾斜部２３及び傾斜部２４の底面側には、傾斜に応じた空間が確
保され、その空間に梁部材２９ａ～２９ｇが設けられて傾斜部２２、傾斜部２３及び傾斜
部２４を補強しているので（本実施の形態では、水平部２１の下方空間にも梁部材２９ａ
～２９ｃが設けられ、ベース２０を補強している。）、傾斜部２２、傾斜部２３及び傾斜
部２４を薄くして、床面Ｆとの間の段差のさらなる縮小を図ることが可能となっている。
【００７０】
　以上、本発明の実施の形態について例示したが、本発明の実施形態は上述したものに限
られず、発明の趣旨を逸脱しない範囲で適宜変更等してもよい。
【００７１】
　例えば、上記実施の形態では、ベース２０が前後方向で傾斜する傾斜部２２と、傾斜部
２２を挟んで左右方向で傾斜する傾斜部２３及び傾斜部２４とを備えるとしたが、図２０
に示すように、ベース２０が前後方向で傾斜する傾斜部２２’を備え、ベース２０の上面
全体が前縁２２’ａに向かって後縁２２’ｂから漸次低くなるように傾斜し、前縁２２’
ａが床面Ｆとほぼ段差のない高さになるまで低くなっていてもよい。
【００７２】
　また、支持部による被支持物をテレビとせず、本発明をクリーナー等の支持台に適用し
てもよい。
【符号の説明】
【００７３】
１０　　　　　　テレビ台（支持台）
２０　　　　　　ベース
２０ａ　　　　　縁部
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２２　　　　　　傾斜部
２２ａ　　　　　前縁
２２’　　　　　傾斜部
２２’ａ　　　　前縁
２３　　　　　　傾斜部（左傾斜部）
２３ａ　　　　　前縁（左縁）
２４　　　　　　傾斜部（右傾斜部）
２４ａ　　　　　前縁（右縁）
２９ｃ～２９ｊ　梁部材（補強部材）
３０　　　　　　支柱
５０　　　　　　支持部
Ｆ　　　　　　　床面（設置面）
Ｔ　　　　　　　テレビ（被支持物）

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】



(16) JP 6865495 B2 2021.4.28

【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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